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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミ
ニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠
、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有する既設引戸枠を残存し、
　前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し、前記既設下枠の室
内寄りに室内側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、この取付け補助部材の室内
側壁部を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面に、その上壁部が室内
側壁部よりも室外側に向かい、かつ水平となるようにビスで固着して取付け、
　この後に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押
出し形材から成る改修用竪枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向
かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、か
つ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側
寄りに支持壁を有した改修用下枠を有する改修用引戸枠を、前記既設引戸枠内に室外側か
ら挿入し、その改修用下枠の室内側脚部分と支持壁を前記取付け補助部材の上壁部で支持
し、
　前記改修用下枠の前壁を、ビスによって既設下枠の前壁に固定することで、改修用引戸
枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。
【請求項２】
　建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミ
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ニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠
、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有する既設引戸枠を残存し、
　前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し、前記既設下枠の室
内寄りに室外側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、この取付け補助部材の室外
側壁部を既設下枠の室内側案内レールに、その上壁部が室外側壁部よりも室内側に向かい
、かつ水平となるようにビスで固着して取付け、
　この後に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押
出し形材から成る改修用竪枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向
かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、か
つ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側
寄りに支持壁を有した改修用下枠を有する改修用引戸枠を、前記既設引戸枠内に室外側か
ら挿入し、その改修用下枠の室内側脚部分と支持壁を前記取付け補助部材の上壁部で支持
し、
　前記改修用下枠の前壁を、ビスによって既設下枠の前壁に固定することで、改修用引戸
枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法。
【請求項３】
　前記改修用下枠の底壁における室内側脚部分と支持壁との間の部分を、前記取付補助部
材の上壁部にビスで固定するようにした請求項１又は２記載の引戸装置の改修方法。
【請求項４】
　前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に、前記改修用引戸枠
の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着した改修用引戸枠を、前記既設引戸
枠内に室外側から挿入し、その室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共
に、前記室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接するようにした請求項１又は２
又は３記載の引戸装置の改修方法。
【請求項５】
　前記既設下枠の室内側部と改修用下枠の室内側部との間を水密するようにした請求項１
又は２又は３又は４記載の引戸装置の改修方法。
【請求項６】
　建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上
枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備え
た既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し、前記既設下枠の室
外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、その既設下枠の室内寄りに室内側壁
部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、その取付け補助部材の室内側壁部が既設下枠
の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面に、その上壁部が室内側壁部よりも室外
側に向かい、かつ水平となるようにビスで固着して取付けてあり、
　この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウ
ム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄
りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、かつ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁
を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側寄りに支持壁を有した改修用下枠、アルミ
ニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
　この改修用引戸枠の改修用下枠の室内側脚部分と支持壁が、前記取付け補助部材の上壁
部で支持され、
　前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴と
する改修引戸装置。
【請求項７】
　建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上
枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備え
た既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有し、前記既設下枠の室
外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、その既設下枠の室内寄りに室外側壁
部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、その取付け補助部材の室外側壁部が既設下枠
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の室内側案内レールに、その上壁部が室外側壁部よりも室内側に向かい、かつ水平となる
ようにビスで固着して取付けてあり、
　この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウ
ム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄
りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、かつ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁
を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側寄りに支持壁を有した改修用下枠、アルミ
ニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
　この改修用引戸枠の改修用下枠の室内側脚部分と支持壁が、前記取付け補助部材の上壁
部で支持され、
　前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴と
する改修引戸装置。
【請求項８】
　前記改修用下枠の底壁における室内側脚部分と支持壁との間の部分が、前記取付補助部
材の上壁部にビスで固定されている請求項６又は７記載の改修引戸装置。
【請求項９】
　前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材が装着され、この室外側上枠シール材
は建物の開口部の上縁部に接し、
　前記改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材が装着され、この室外側竪枠シール材
は建物の開口部の縦縁部に接している請求項６又は７又は８記載の改修引戸装置。
【請求項１０】
　前記既設下枠の室内側部と改修用下枠の室内側部との間が水密されている請求項６又は
７又は８又は９記載の改修引戸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装
置の改修方法、及び、その改修した改修引戸装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５は従来の技術の改修用引戸装置１を示す鉛直断面図であり、図１６は図１５の切
断面線ＶＩＩ－ＶＩＩから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅
などの建物は、リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として、その建物に設けられる窓
もまた、改修される。この窓は、集合住宅の場合、一棟に設けられる設置箇所数が多いた
め、改修作業の効率の向上が望まれている。
【０００３】
　建物の開口部２には、この開口部２の開口３に下方から臨む下縁部４に固定される既設
下枠５と、開口部２の前記開口３に左右両側から臨む両側縁部６にそれぞれ固定される一
対の既設竪枠７と、開口部２の前記開口３に上方から臨む上縁部８に固定される既設上枠
９とを有する既設引戸枠１０が設けられ、この既設引戸枠１０に改修用引戸装置１が装着
される。
【０００４】
　改修用引戸装置１は、引戸障子を図１５の紙面に垂直な間口方向に移動自在に支持する
複数の案内レール１１，１２を有し、既設下枠５に固定される改修用下枠１３と、各既設
竪枠７に固定される一対の改修用竪枠１４と、既設上枠９に固定される改修用上枠１５と
、この改修用上枠１５に固定され、改修用上枠１５と既設上枠９との間を室内１６側から
覆う上枠カバー材１７と、各改修用竪枠１４と各既設竪枠７との間を室内１６側からそれ
ぞれ覆う一対の竪枠カバー材１８と、改修用下枠１３と既設下枠５との間を室内１６側か
ら覆う下枠カバー材１９とを含む。
【０００５】
　また、前記改修用下枠１３は、既設下枠５の２本の案内レール２１，２２上に直接乗載
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されて、室外２３側から螺着されたビス２４によって固定される下枠下地材２５と、前記
２本の案内レール１１，１２を有し、下枠下地材２５に室外２３側から螺着されたビス２
６によって固定される下枠本体２７と、下枠本体２７に２本のビス２８，２９によって固
定される断面が略Ｗ字状の下枠補助材３０とを含む。
【０００６】
　さらに、前記改修用竪枠１４は、室内１６側から螺着されたビス３４によって既設竪枠
７に固定される竪枠下地材３５と、この竪枠下地材３５に室内１６側から螺着されたビス
３６によって固定される竪枠補助材３７と、竪枠補助材３７に嵌着される竪枠本体３９と
を含む。
【０００７】
　さらに、前記改修用上枠１５は、室内１６側から螺着されたビス４０によって既設上枠
９に固定される上枠下地材４１と、室内１６側から螺着されたビス４２によって前記上枠
下地材４１に固定される上枠補助材４３と、上枠補助材４３に嵌着される上枠本体４４と
を含む。
【０００８】
　上記の改修用下枠１３、改修用竪枠１４および改修用上枠１５が、既設下枠５、既設竪
枠７および既設上枠９にそれぞれ取付けられた後、下枠カバー材１９が改修用下枠１３の
下枠補助材３０にビス４７によって固定され、竪枠カバー材１８が改修用竪枠１４の竪枠
補助材３７にビス４８によって固定され、上枠カバー材１７が改修用上枠１５の上枠補助
材４３にビス４９によって固定される。
【０００９】
　これらの下枠カバー材１７と下縁部４と間、竪枠カバー材１８と側縁部６との間、およ
び上枠カバー材１７と上縁部８との間には、室内側シール材４５と室外側シール材４６と
が打設され、室外２３から室内１６への風雨の浸入が防止されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このような従来の技術では、改修用下枠１３が既設下枠５に載置された状態で既設下枠
５に固定されるので、改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１

が小さくなり、有効開口面積が減少してしまうという問題がある。
【００１１】
　また、改修用下枠１３の下枠下地材３０は既設下枠５の案内レール２１，２２上に直接
乗載され、その案内レール２１，２２を基準として固定されているから前述の改修用下枠
１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅Ｈ１がより小さくなり、有効開口面積
が減少してしまうという問題がある。
【００１２】
　本発明の目的は、広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方法及び改修引
戸装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の引戸装置の改修方法は、建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金
の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レー
ルと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪
枠を有する既設引戸枠を残存し、
　前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し、前記既設下枠の室
内寄りに室内側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、この取付け補助部材の室内
側壁部を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面に、その上壁部が室内
側壁部よりも室外側に向かい、かつ水平となるようにビスで固着して取付け、
　この後に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押
出し形材から成る改修用竪枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向
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かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、か
つ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側
寄りに支持壁を有した改修用下枠を有する改修用引戸枠を、前記既設引戸枠内に室外側か
ら挿入し、その改修用下枠の室内側脚部分と支持壁を前記取付け補助部材の上壁部で支持
し、
　前記改修用下枠の前壁を、ビスによって既設下枠の前壁に固定することで、改修用引戸
枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法である。
　本発明の第２の引戸装置の改修方法は、建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金
の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レー
ルと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪
枠を有する既設引戸枠を残存し、
　前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し、前記既設下枠の室
内寄りに室外側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、この取付け補助部材の室外
側壁部を既設下枠の室内側案内レールに、その上壁部が室外側壁部よりも室内側に向かい
、かつ水平となるようにビスで固着して取付け、
　この後に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押
出し形材から成る改修用竪枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向
かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、か
つ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側
寄りに支持壁を有した改修用下枠を有する改修用引戸枠を、前記既設引戸枠内に室外側か
ら挿入し、その改修用下枠の室内側脚部分と支持壁を前記取付け補助部材の上壁部で支持
し、
　前記改修用下枠の前壁を、ビスによって既設下枠の前壁に固定することで、改修用引戸
枠を取付け補助部材を基準として取付けることを特徴とする引戸装置の改修方法である。
【００１４】
　本発明の引戸装置の改修方法においては、次のようにすることができる。
　前記改修用下枠の底壁における室内側脚部分と支持壁との間の部分を、前記取付補助部
材の上壁部にビスで固定するようにする。
　前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に、前記改修用引戸枠
の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着した改修用引戸枠を、前記既設引戸
枠内に室外側から挿入し、その室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共
に、前記室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接するようにする。
　前記既設下枠の室内側部と改修用下枠の室内側部との間を水密するようにする。
【００１５】
　本発明の第１の改修引戸装置は、建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム
合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内
レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既
設竪枠を有し、前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、そ
の既設下枠の室内寄りに室内側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、その取付け
補助部材の室内側壁部が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面に、そ
の上壁部が室内側壁部よりも室外側に向かい、かつ水平となるようにビスで固着して取付
けてあり、
　この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウ
ム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄
りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、かつ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁
を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側寄りに支持壁を有した改修用下枠、アルミ
ニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
　この改修用引戸枠の改修用下枠の室内側脚部分と支持壁が、前記取付け補助部材の上壁
部で支持され、
　前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴と
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する改修引戸装置である。
　本発明の第２の改修引戸装置は、建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム
合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内
レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既
設竪枠を有し、前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、そ
の既設下枠の室内寄りに室外側壁部と上壁部を有した取付け補助部材を設け、その取付け
補助部材の室外側壁部が既設下枠の室内側案内レールに、その上壁部が室外側壁部よりも
室内側に向かい、かつ水平となるようにビスで固着して取付けてあり、
　この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウ
ム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄
りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高く、かつ室内側寄りに室内側脚部分を有した底壁
を備え、この底壁の室内側脚部分よりも室内側寄りに支持壁を有した改修用下枠、アルミ
ニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
　この改修用引戸枠の改修用下枠の室内側脚部分と支持壁が、前記取付け補助部材の上壁
部で支持され、
　前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されていることを特徴と
する改修引戸装置である。
【００１６】
　本発明の改修引戸装置においては、次のようにすることができる。
　前記改修用下枠の底壁における室内側脚部分と支持壁との間の部分が、前記取付補助部
材の上壁部にビスで固定されている。
　前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材が装着され、この室外側上枠シール材
は建物の開口部の上縁部に接し、
　前記改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材が装着され、この室外側竪枠シール材
は建物の開口部の縦縁部に接している。
　前記既設下枠の室内側部と改修用下枠の室内側部との間が水密されている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので、改修用下枠と
改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく、有効開口面積が減少することがなく、
広い開口面積が確保できる。
　また、既設下枠に取付けした取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に
取付けるので、既設引戸枠の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付け補助部材を用いるこ
とで、形状、寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の一形態の改修用引戸装置５０が設置された窓５１の鉛直断面図で
ある。
【図２】図１の切断面線ＩＩ－ＩＩから見た窓５１の水平断面図である。
【図３】改修用引戸装置５０の既設引戸枠への取付け手順を説明するための鉛直断面を示
す分解図である。
【図４】図３の切断面線ＩＶ－ＩＶから見た水平断面を示す分解図である。
【図５】本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置５０ａを示す一部の水平断面図である
。
【図６】本発明の実施の他の形態の引戸障子を省略した改修用引戸装置が設置された窓の
鉛直断面図である。
【図７】図６の切断面線Ｂ－Ｂから見た水平断面図である。
【図８】既設上枠と既設竪枠の連結部の一部分の斜視図である。
【図９】取付け手段の１つの手順の説明用水平断面図である。
【図１０】異なる形状の既設下枠の場合の下枠部分の鉛直断面図である。



(7) JP 5246721 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【図１１】異なる形状の既設引戸枠の場合の鉛直断面図である。
【図１２】異なる形状の既設引戸枠の場合の水平断面図である。
【図１３】異なる形状の改修用下枠の場合の下枠部分の鉛直断面図である。
【図１４】取付け補助部材の取付けの他の形態を示す下枠部分の断面図である。
【図１５】従来の技術の改修用引戸装置１を示す鉛直断面図である。
【図１６】図１５の切断面線ＶＩＩ－ＶＩＩから見た水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は本発明の実施の一形態の改修用引戸装置５０が設置された窓５１の鉛直断面図で
あり、図２は図１の切断面線ＩＩ－ＩＩから見た窓５１の水平断面図である。本実施の形
態の改修用引戸装置５０は、建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５
に、略水平（図１の紙面に垂直な方向）に固定される既設下枠５６と、開口部５３の前記
開口５４に左右両側から臨む両側縁部５７，５８に略鉛直（図１の上下方向）にそれぞれ
固定される一対の既設竪枠５９，６０と、開口部５３の前記開口５４に上方から臨む上縁
部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既設引戸枠６３内に嵌まり込んだ状
態で装着される。
【００２１】
　この改修用引戸装置５０は、引戸障子６４，６５を略水平な矢符Ａ１，Ａ２で示す間口
方向に移動自在に支持する複数の案内レール６６，６７を有し、既設下枠５６に室外７３
側から当接して支持される改修用下枠６９と、各既設竪枠５９，６０に室外７３側から当
接して支持される一対の改修用竪枠７０，７１と、既設上枠６２に室外７３側から当接し
て支持される改修用上枠７２と、各既設竪枠５９，６０に室内６８側から当接して支持さ
れ、各改修用竪枠７０，７１にそれぞれ連結される一対の竪枠用保持部材７４，７５と、
既設上枠６２に室内６８側から当接して支持され、改修用上枠７２に連結される上枠用保
持部材７６とを含む。
【００２２】
　上記の既設引戸枠６３と改修用引戸装置５０と各引戸障子６４，６５とを含んで、窓５
１が構成される。前記建物５２は、コンクリート構造の高層集合住宅などであって、本実
施の形態の改修用引戸装置５０を既設引戸枠６３に装着して、各階層毎に多数の窓５１が
実現される。
【００２３】
　各竪枠用保持部材７４，７５と各既設竪枠５９，６０との間および各竪枠用保持部材７
４，７５と各改修用竪枠７０，７１との間には、竪枠用シール材７７が介在される。また
改修用上枠７２と上枠用保持部材７６との間および既設上枠６２と上枠用保持部材７６と
の間には、上枠用シール材７８が介在される。さらに改修用下枠６９と既設下枠５６との
間には、下枠用シール材７９が介在される。これらの竪枠用シール材７７、上枠用シール
材７８および下枠用シール材７９は、たとえばエチレン・プロピレン・ジエン共重合ゴム
（略称ＥＰＤＭ）の独立気泡発泡材から成り、各竪枠用保持部材７４，７５、上枠用保持
部材７６および改修用下枠６９に接着されている。
　上記の改修用下枠６９、各改修用竪枠７０，７１、改修用上枠７２、各竪枠用保持部材
７４，７５、および上枠用保持部材７６は、アルミニウム合金の押出し形材から成る。上
記の既設下枠５６、各既設竪枠５９，６０、および既設上枠６２もまた、アルミニウム合
金の押出し形材から成る。
【００２４】
　改修用下枠６９およびそれに関連する構成について述べる。前記改修用下枠６９には、
この改修用下枠６９と既設下枠５６との間の空間Ｓ１を室外７３に臨んで開放する水抜き
孔８４が、改修用下枠６９の長手方向に間隔をあけて複数形成される。この改修用下枠６
９は、室外７３に臨んで略水平な間口方向（図２の左右方向）に延びる前壁８０と、前壁
８０の上端部に室内６８側へ屈曲して連なり、室外７３から室内６８に向かって上方へ段
差を成して傾斜する底壁８１と、底壁８１の最も室内６８寄りの端部付近から下方へ突出
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する支持壁８９と、底壁８１から上方へ突出する上記の２本の案内レール６６，６７と、
底壁８１の最も室外７３側の端部から上方へ立ち上がる網戸レール８３とを有する。
【００２５】
　底壁８１は、室外７３から室内６８に向かって第１～第３底壁部８５，８６，８７を有
する。第１底壁部８５は、前記網戸レール８３と室外側案内レール６６とにわたって形成
され、室外７３から室内６８に向かって上方に傾斜する水切り勾配ｉ１を有する。第２底
壁部８６は、室外側案内レール６６と室内側案内レール６７とにわたって形成され、断面
が略Ｌ字状の段差部分９０と、室内側案内レール６７の直下に形成される断面が逆Ｔ字状
の室内側脚部分９１と、段差部分９０の室外側案内レール６６寄りの端部付近から下方に
突出する室外側脚部分９２とを有する。第３底壁部８７は、室内側脚部分９１と室内側案
内レール６７との交差部から室内６８側へ水平に突出し、前記間口方向に延びる。この第
３底壁部８７の室内６８側の端部付近の下面には、前記支持壁８９が一体的に形成される
。
【００２６】
　前記段差部分９０は、略水平で前記間口方向に延びる水平部分９３と、水平部分９３の
室内６８側の端部から上方へ直角に屈曲して立ち上がる立上がり部分９４とを有する。こ
の立上がり部分９４の上端部は、前記室内側脚部分９１に連なる。この室内側脚部分９１
および室内側案内レール６７には、室外７３側に臨んで開放する嵌合凹部９５，９６がそ
れぞれ形成され、これらの嵌合凹部９５，９６にはパッキン９７，９８が嵌着される。各
パッキン９７，９８は、たとえばクロロプレーンゴムなどの可撓性および弾発性を有する
撥水性材料から成り、この改修用下枠６９から各改修用竪枠７０，７２を経て改修用上枠
７２にわたって周方向全周に設けられる。
【００２７】
　前記既設下枠５６は、下縁部５５の室外７３に臨む壁面１００に室外７３側から当接し
て支持される断面がＬ字状の室外側脚部１０１と、室外側脚部１０１の前記壁面１００か
ら最も離れた遊端部に直角に連なる前壁１０２と、前壁１０２の上端部から室内６８に向
かって上方へ傾斜する排水勾配ｉ２を有する底壁１０３と、底壁１０３の最も室内６８側
の端部に連なり、室内側案内レール６７と同一高さまで立ち上がる背後壁１０４と、背後
壁１０４と前記底壁１０３との交差部から下方へ突出する断面がＬ字状の室内側脚部１０
５と、室外側案内レール１１４と、室内側案内レール１１５とを有する。
【００２８】
　前記室外側案内レール１１４は、改修用下枠６９を装着するにあたって、改修用下枠６
９の取付けスペースを確保するため、図１および後述の図３の仮想線で示されるように、
付け根付近から切断されて撤去されている。
【００２９】
　このような既設下枠５６と改修用下枠６９との間には、取付け補助部材１０６が介在さ
れる。この取付け補助部材１０６は、室外側壁部１０７と、室内側壁部１０８と、室外側
壁部１０７および室内側壁部１０８の各上端部に連なる上壁部１０９とを有し、断面逆Ｕ
字状の長尺材から成る。この取付け補助部材１０６は、既設下枠５６に、室内側案内レー
ル６７に室外７３側から室外側壁部１０７を当接させ、かつ背後壁１０４に室外７３側か
ら室内側壁部１０８を当接させた状態で、前記上壁部１０９を上方にして装着される。前
記室外側壁部１０７は、室内側案内レール１１５にビス１１０によって固定される。
【００３０】
　取付け補助部材１０６の上壁部１０９には、装着された改修用下枠６９の室内側脚部分
９１と支持壁８９とが支持され、第３底壁部８６がビス１１１によって固定される。また
、前壁８０は、ビス１１２によって既設下枠５６の前壁１０２に固定される。
【００３１】
　このようにして改修用下枠６９が既設下枠５６に取付けられた状態では、第３底壁部８
６の最も室内６８側の端部１１２が既設下枠５６の背後壁１０４に室外７３側から当接し
、前記前壁８０が既設下枠５６の前壁１０２に当接して、改修用下枠６９が既設下枠５６
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に対して図１の左右方向である見込み方向に位置決めされ、位置決め作業に手間がかから
ず、容易に取付けることができる。
【００３２】
　また、前壁８０を室外７３側から室内６８側に向かって螺着されたビス１１２によって
既設下枠５６の前壁１０２に固定するので、取付け作業中に改修用下枠６９が既設下枠５
６に対して室外７３側にずれてしまうことが防がれ、単にビス１１２を締付ければ、改修
用下枠６９を既設下枠５６に対して位置決めされ、取付け作業の効率が向上される。
【００３３】
　改修用上枠７２およびそれに関連する構成について述べる。前記改修用上枠７２は、前
壁１２０、背後壁１２１、底壁１２２、室外側リブ１２３、および室内側リブ１２４を含
む。室内側リブ１２４には、室外７３に臨んで開放する２つの嵌合凹部１２５，１２６が
形成され、これらの凹部１２５，１２６には前記パッキン９７，９８が嵌着される。前壁
１２０と背後壁１２１とは、間口方向にほぼ平行に延び、底壁１２２の室外側端部および
室内側端部に直角に屈曲して一体的に形成される。底壁１２２には、各リブ１２３，１２
４が直角に形成される。
【００３４】
　このような改修用上枠７２は、既設上枠６２の室外側フランジ１２６に、前壁１２０の
底壁１２２から上方へ突出する部分１２７が室外７３側から当接して支持され、室内６８
側から装着された上枠用保持部材７６によって既設上枠６２を挟持した状態で固定される
。
【００３５】
　上枠用保持部材７６は、その断面が略Ｔ字状であって、室内６８側に配置されるフラン
ジ１３０と、フランジ１３０に直角に形成されるウエブ１３１とを有する。ウエブ１３１
は、改修用上枠７２の底壁１２２と既設上枠６２との間に介在され、このウエブ１３１の
最も室外７３側に配置される先端部１３２は、前記底壁１２２に形成された係合片１３３
に係合させ、底壁１２２およびウエブ１３１に下方からビス１３４が螺着され、改修用上
枠７２と上枠用保持部材７６とが固定される。
【００３６】
　前記上枠用保持部材７６は、そのフランジ１３０の前記ウエブ１３１よりも上方の部分
が、前記上枠用シール材７８を介して既設上枠６２と対向し、室内６８側から螺着された
ビス１３６によって固定される。また上枠用保持部材７６のフランジ１３０の前記ウエブ
１３１よりも下方の部分は、前記上枠用シール材７８を介して改修用上枠７２の背後壁１
２１に対向し、前記ビス１３６を締付けることによって改修用上枠７２を室外７３側へ押
圧し、このようにして既設上枠６２を改修用上枠７２と上枠用保持部材７６とによって挟
持し、既設上枠６２に改修用上枠７２が取付けられる。
【００３７】
　前記改修用上枠７２には、底壁１２２の前壁１２０と室外側リブ１２３との間に水抜き
孔１３７が形成される。この水抜き孔１３７によって、既設上枠６２と改修用上枠７２と
の間の空間Ｓ２内に結露などによって発生した水を排出することができる。
【００３８】
　次に、一方の改修用竪枠７０およびそれに関連する構成について述べる。一方の改修用
竪枠７０は、室外７３側に配置される前壁１４０と、室内６８側に配置される背後壁１４
１と、前壁１４０および背後壁１４１を連結するウエブ１４２と、ウエブ１４２の室外７
３寄りに形成されるリブ１４３と、ウエブ１４２に一方の既設竪枠５９側に突出しかつ室
内６８側に開放して形成される係合片１４４と、ウエブ１４２に他方の既設竪枠６０側に
突出しかつ室外７３側に開放して形成される嵌合凹部１４５とを有する。
【００３９】
　上記一方の改修用竪枠７０が取付けられる一方の既設竪枠５９は、室外側フランジ１４
６と、室内側フランジ１４７と、室外側フランジ１４６および室内側フランジ１４７を連
結するウエブ１４８とを有する。室外側フランジ１４６には、改修用竪枠７０の前壁１４
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０が室外７３側から当接して支持される。改修用竪枠７０のウエブ１４２と既設竪枠５９
との間には、前記一方の竪枠用保持部材７４が介在される。この竪枠用保持部材７４は、
室内６８側に配置されるフランジ１４９と、フランジ１４９に直角に形成されるウエブ１
５０とを有し、断面が略Ｔ字状の長尺材である。
【００４０】
　竪枠用保持部材７４のフランジ１４９のウエブ１５０の両側に配置される各部分は、既
設竪枠５９の室内側フランジ１４７および改修用竪枠７０の背後壁１４１に前記竪枠用シ
ール材７７を介して対向し、ウエブ１５０の最も室外７３側に配置される先端部１５５を
係合片１４５に係合させ、開口５４内から螺着されるビス１５３を緩めた状態で、室内６
８側から螺着されたビス１５４を締付けることによって、既設竪枠５９を改修用竪枠７０
と竪枠用保持部材７４とによって挟持し、改修用竪枠７０が既設竪枠５９に取付けられる
。
【００４１】
　他方の改修用竪枠７１およびそれに関連する構成について述べる。他方の改修用竪枠７
１は、室外７３側に配置される前壁１６０と、室内６８側に配置される背後壁１６１と、
前壁１６０および背後壁１６１を連結するウエブ１６２と、ウエブ１６２に他方の既設竪
枠６０側に突出しかつ室内６８側に開放して形成される係合片１５６と、ウエブ１６２に
一方の既設竪枠５９側に突出しかつ室外７３側に開放して形成される嵌合凹部１６４とを
有する。
【００４２】
　上記他方の改修用竪枠７１が取付けられる他方の既設竪枠６０は、室外側フランジ１６
６と、室内側フランジ１６７と、室外側フランジ１６６および室内側フランジ１６７を連
結するウエブ１６８とを有する。室外側フランジ１６６には、改修用竪枠７１の前壁１６
０が室外７３側から当接して支持される。改修用竪枠７１のウエブ１６２と既設竪枠６０
との間には、前記他方の竪枠用保持部材７５が介在される。この竪枠用保持部材７５は、
室内６８側に配置されるフランジ１６９と、フランジ１６９に直角に形成されるウエブ１
７０とを有し、断面が略Ｔ字状の長尺材である。
【００４３】
　この竪枠用保持部材７５のフランジ１６９のウエブ１６２の両側に配置される各部分は
、既設竪枠６０の室内側フランジ１６７および改修用竪枠７１の背後壁１６１に前記竪枠
用シール材７７を介して対向し、ウエブ１７０の最も室外７３側に配置される先端部１５
７を係合片１５６に係合させ、開口５４内から螺着されるビス１７３を緩めた状態で、室
内６８側から螺着されたビス１７４を締付けることによって、既設竪枠６０を改修用竪枠
７１と竪枠用保持部材７５とによって挟持し、改修用竪枠７１が既設竪枠６０に取付けら
れる。
【００４４】
　室外７３側に配置される一方の引戸障子６４およびそれに関連する構成について述べる
。一方の引戸障子６４は、一対の竪框１８１，１８２と、各竪框１８１，１８２の各上端
部を連結する上框１８３と、各竪框１８１，１８２の各下端部を連結する下框１８４と、
各竪框１８１，１８２、上框１８３および下框１８４によって外周部が保持される板ガラ
ス１８５と下框１８４に設けられる戸車１８６とを有する。各竪框１８１，１８２、上框
１８３および下框１８４は、アルミニウム合金の押出し形材から成る。
【００４５】
　この引戸障子６４は、室外側案内レール６６に戸車１８６が乗載された状態で間口方向
に移動自在に支持される。他方の改修用竪枠７１側に配置される一方の竪框１８２には、
室内６８側に突出する２つのパッキン１８７，１８８が設けられ、２枚の引戸障子６４，
６５が閉鎖された状態では、室内６８側に配置される他方の引戸障子６５の前記一方の改
修用竪枠７０側に配置される一方の竪框１９１に弾発的に当接し、召し合わせ框となる各
竪框１８２，１９１間の隙間を塞いで、室外７３から室外６８への風雨の浸入を防止する
。
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【００４６】
　また、上記閉鎖状態において、一方の竪框１８１には、一方の改修用竪枠７０に設けら
れるパッキン１５１が室内６８側から弾発的に当接し、一方の竪框１８１と一方の改修用
竪枠７０との間の隙間を塞いで、室外７３から室内６８への風雨の浸入を防止する。
【００４７】
　室内６８側に配置される他方の引戸障子６５およびそれに関連する構成について述べる
。他方の引戸障子６５は、一対の竪框１９１，１９２と、各竪框１９１，１９２の各上端
部を連結する上框１９３と、各竪框１９１，１９２の各下端部を連結する下框１９４と、
各竪框１９１，１９２、上框１９３および下框１９４によって外周部が保持される板ガラ
ス１９５と、下框１９４の設けられる戸車１９６とを有する。各竪框１９１，１９２、上
框１９３および下框１９４は、アルミニウム合金の押出し形材から成る。
【００４８】
　他方の竪框１９２は、他方の改修用竪枠７１に臨んで開放する凹状部２００を有し、こ
の凹状部２００は室外７３側と室内６８側とに平行に延びる一対のリブ２０２，２０３を
有する。各リブ２０２，２０３間には、他方の改修用竪枠７１の嵌合凹部１６４に装着さ
れたパッキン１５２が他方の引戸障子６５の開閉に応じて挿脱自在に嵌まり込み、この他
方の引戸障子６５を閉じた状態では室外７３側のリブ２０２にパッキン１５２が室内６８
側から弾発的に当接する。これによってパッキン１５２と室外側リブ２０２との間の隙間
が塞がれ、室外７３から室内６８への風雨の浸入が防がれる。
【００４９】
　さらに、室外７３側の引戸障子６４の召し合わせ框である他方の竪框１８２には、室内
６８側に突出し、かつ閉鎖方向（図２の左方）に向かって開放する第１係合片２０５が設
けられる。また室内６８側の引戸障子６５の召し合わせ框である一方の竪框１９１には、
室外７３側に突出し、かつ閉鎖方向（図２の右方）に向かって開放する第２係合片２０６
が設けられる。各係合片２０５，２０６は、各引戸障子６４，６５を開閉移動したとき、
その移動に伴う相手方の係合片の移動経路、すなわち一方の係合片２０５は、他方の係合
片２０６の移動経路内に突出し、他方の係合片２０６は一方の係合片２０５の移動経路内
に突出し、各引戸障子６４，６５が閉鎖したときに相互に係合して、各引戸障子６４，６
５を相互に近接する方向に引き寄せ、各パッキン１５１，１５２を対向する各表面に密着
させて、確実にシールすることができるように構成される。
【００５０】
　さらに、上記の召し合わせ框である各竪框１８２，１９１には、各引戸障子６４，６５
を閉鎖位置でロックする図示しないロック手段が設けられる。このロック手段は、室内６
８側の竪框１９１に設けられる図示しない操作レバーの操作によって、各引戸障子６４，
６５を室内６８側へ変位させ、上下各一対のパッキン９７，９８が各引戸障子６４，６５
の各上框１８３，１９３および各下框１８４，１９４に同時に密着して隙間を塞ぎ、室外
７３から室内６８への風雨の浸入を防止することができるように構成される。
【００５１】
　図３は改修用引戸装置５０の既設引戸枠６３への取付け手順を説明するための鉛直断面
を示す分解図であり、図４は図３の切断面線ＩＶ－ＩＶから見た水平断面を示す分解図で
ある。既設引戸枠６３に改修用引戸装置５０を取付けるにあたって、まず既設下枠５６の
室外側案内レール１１４がその付け根付近から切断されて撤去され、室内側案内レール１
１５には取付け補助部材１０６が上壁部１０９を上方にして装着され、ビス１１０によっ
て固定される。こうして取付け補助部材１０６が室内側案内レール１１５に取付けられた
状態では、前記上壁部１０９はほぼ水平に配置されている。
　前記取付け補助部材１０６は長手方向全長に亘って取付けても良いし、長手方向複数位
置に取付けても良い。
【００５２】
　改修用下枠６９、各改修用竪枠７０，７１および改修用上枠７２は、相互に連結されて
四角形の改修用引戸枠７８が組立てられ、この組立てられた改修用引戸枠７８が前記既設
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引戸枠６３に室外７３側から嵌め込まれて装着された後、各竪枠用保持部材７４，７５が
前記装着された改修用引戸枠７８の各改修用竪枠７０，７１と各既設竪枠５９，６０との
間に室内６８側からそれぞれ装着される。また改修用上枠７２と既設上枠６２との間には
、上枠用保持部材７６が室内６８側から装着される。
【００５３】
　このような改修用引戸枠７８、各竪枠用保持部材７４，７５および上枠用保持部材７６
の既設引戸枠６３への装着を行うに際して、改修用下枠６９の支持壁８９には、下枠用シ
ール材７９がほぼ全長にわたって接着される。この下枠用シール材７９は、前記改修用引
戸枠７８が既設引戸枠６３に装着されたとき、既設下枠５６の背後壁１０４に室外７３側
から弾発的に当接し、気密性および水密性が達成される。
【００５４】
　また、各竪枠用保持部材７４，７５には竪枠用シール材７７が接着され、上枠用保持部
材７６には上枠用シール材７８が接着される。これらのシール材７７，７８は、各竪枠用
保持部材７４，７５が各既設竪枠５９，６０と各改修用竪枠７０，７１との間に装着され
、上枠用保持部材７６が既設上枠６２と改修用上枠７２との間に装着されたとき、各改修
用竪枠７０，７１および改修用上枠７２に室内６８側から弾発的に当接し、気密性および
水密性が達成される。
【００５５】
　このように改修用引戸枠７８および各竪枠用保持部材７４，７５および上枠用保持部材
７６が既設引戸枠６３に装着されると、ビス１５４，１７４によって各竪枠保持部７４，
７５を各既設竪枠５９，６０にそれぞれ固定し、室外７３側からビス１１２によって改修
用下枠６９を既設下枠５６に固定し、内側からビス１５３，１７３によって各竪枠保持部
材７４，７５と各改修用竪枠７０，７１とを連結し、ビス１３４，１３６によって上枠用
保持部材７６と改修用上枠７２とを連結し、さらにビス１１０によって改修用下枠６９を
取付け補助部材１０６に固定する。その後、各引戸障子６４，６５を各案内レール６６，
６７上に建て込むことによって、改修用引戸装置５０の設置作業が終了する。
【００５６】
　以上のように本実施の形態によれば、改修用下枠６９は既設下枠５６に室外７３側から
当接して支持され、各改修用竪枠７０，７１は各既設竪枠５９，６０に室外７３側から当
接して支持され、改修用上枠７２は既設上枠６２に室外７３側から当接して支持される。
また、各竪枠用保持部材７４，７５は各既設竪枠５９，６０に室内６８側から当接して支
持されて、前記各改修用竪枠７０，７１にそれぞれ連結され、こうして各改修用竪枠７０
，７１が前記竪枠用保持部材７４，７５と協働して既設竪枠５９，６０に取付けられる。
さらに、上枠用保持部材７６は既設上枠６２に室内６８側から当接して支持されて、前記
改修用上枠７２に連結され、こうして改修用上枠７２が前記上枠保持部材７６と協働して
既設上枠６２に取付けられる。
【００５７】
　このように改修用下枠６９、各改修用竪枠７０，７１および改修用上枠７２は、竪枠用
保持部材７４，７５および上枠用保持部材７６によって既設引戸枠６３に取付けられるの
で、前記従来の技術のように、下枠補助材、竪枠補助材および上枠補助材を介して下枠下
地材、竪枠下地材および上枠下地材にそれぞれ取付けられる構成に比べて、部品点数が少
なく、取付作業の作業工程数が削減され、改修用下枠６９、各改修用竪枠７０，７１、お
よび改修用上枠７２を既設引戸枠６３に容易に設けることが可能となる。
【００５８】
　また、前記従来の技術のように、改修用下枠と下枠下地材との間、各改修用竪枠と各竪
枠下地材との間、および改修用上枠と上枠下地材との間に、下枠補助材、竪枠補助材およ
び上枠補助材が介在されないので、改修用上枠７２と改修用下枠６９との間の間隔、すな
わち高さ方向の幅が大きく減少せず、また各改修用竪枠７０，７１間の水平方向の間隔、
すなわち間口方向の幅が大きく減少せず、広い有効開口面積を確保することができる。
【００５９】
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　また本実施の形態によれば、前記各竪枠用保持部材７４，７５と各既設竪枠５９，６０
との間および各竪枠用保持部材７４，７５と各改修用竪枠７０，７１との間には、竪枠用
シール材７７が見込み方向（図３の左右方向）に介在され、改修用上枠７２と既設上枠６
２との間には、上枠用シール材７８が見込み方向に介在され、改修用下枠６９と既設下枠
５６との間には、下枠用シール材７９が見込み方向に介在されるので、有効開口面積を高
さ方向および間口方向のいずれにも減少させずに、気密性および水密性を向上し、雨水お
よび風の室外７３から室内６８への浸入を確実に防ぐことができる。
【００６０】
　さらに本実施の形態によれば、前記改修用下枠６９には水抜き孔８４が形成されるので
、改修用下枠６９と既設下枠５６との間の空間Ｓ１に外部から浸入した水、および空間Ｓ
１内の結露によって生じた結露水などを室外７３に排出して、室内６８への水の浸入およ
び漏洩を確実に遮断することができる。
　また、本実施の形態によれば既設下枠５６の室外側案内レール１１４を切断して撤去し
、取付け補助部材１０６の上壁部１０９に改修用下枠６９の室内側脚部分９１と支持壁８
９を支持しているので、改修用下枠１３と改修用上枠１５との間の空間の高さ方向の幅が
大きく、有効開口面積が減少することが少ない。
　しかも、取付け補助部材１０６を基準として改修用下枠６９を取付けできるから、既設
下枠５６の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付補助部材１０６を用いることで、同一の
改修用下枠６９を取付けできる。
　なお、この効果のみを達成するのであれば、改修用上枠７２、各改修用竪枠７０，７１
は図１５、図１６に示すように取付けても良い。
【００６１】
　図５は本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置５０ａを示す一部の水平断面図である
。なお、前述の実施の形態と対応する部分には、同一の参照符を付す。本実施の形態の改
修用引戸装置５０ａは、基本的には前述の実施形態の改修用引戸装置５０と同様に構成さ
れ、建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５に、略水平に固定される
既設下枠５６と、開口部５３の前記開口５４に左右両側から臨む両側縁部５７，５８に略
鉛直にそれぞれ固定される一対の既設竪枠５９，６０と、開口部５３の前記開口５４に上
方から臨む上縁部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既設引戸枠６３内に
嵌まり込んだ状態で装着される改修用引戸装置５０ａであって、引戸障子６４，６５を略
水平な矢符Ａ１，Ａ２方向に移動自在に支持する複数の案内レール６６，６７を有し、既
設下枠５６に室内６８側から支持される改修用下枠６９と、各既設竪枠５９，６０に室内
６８側から支持される一対の改修用竪枠７０，７１と、既設上枠６２に室内６８側から支
持される改修用上枠７２と、各既設竪枠５９，６０に室外７３側から支持され、各改修用
竪枠７０，７１にそれぞれ連結される一対の竪枠用保持部材７４，７５と、既設上枠６２
に室外７３側から支持され、改修用上枠７２に連結される上枠用保持部材７６とを含む。
【００６２】
　このような構成のうち各改修用竪枠７０，７１および各竪枠用保持部材７４，７５にお
いて、各改修用竪枠７０，７１と各竪枠用保持部材７４，７５とは、左右対称に構成され
るため、図５に示す他方の改修用竪枠７１および他方の竪枠用保持部材７５の構成につい
て説明し、一方の改修用竪枠７０および一方の竪枠保持部材７４の説明は重複を避けて省
略する。
【００６３】
　他方の改修用竪枠７１は、室外７３側に配置される前壁２１０、室内６８側に配置され
る背後壁２１１、前壁２１０と背後壁２１１とを連結するウエブ２１２、ウエブ２１２か
ら外側方（図５の右方）に突出し、かつ室内６８側に開放する略Ｌ字状断面を有する係合
片２１３、ウエブ２１２から内側方（図５の左方）に突出し、パッキン１５２が装着され
る嵌合凹部２１５を含む。係合片２１３は、その遊端部に形成される第１係合部２２０と
、基端部に形成される第２係合部２２１とを有する。
【００６４】
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　また他方の竪枠用保持部材７５は、改修用竪枠７１の背後壁２１１を室内６８側から押
圧する第１フランジ２２３、既設竪枠６０の室内側フランジを室内６８側から押圧する第
２フランジ２２４、第１フランジ２２３に直角に屈曲して連なり、室外７３側へ延びる第
１脚部２２５、第２フランジ２２４に直角に屈曲して連なり、室外７３側へ延びる第２脚
部２２６、ならびに第１および第２脚部２２５，２２６を連結する連結部２２７を有する
。
【００６５】
　連結部２２７には、ボルト２２８の軸部が挿通するボルト孔２２９が形成される。係合
片２１３は、ウエブ２１２に直角に立ち上がる立上がり部２３０と、立上がり部２３０の
先端部分から室内６８側へ直角に屈曲して延びるアーム部２３１とを有する。第１脚部２
２５の遊端部には、前記係合片２２０の第１係合部２２１に嵌合状態で係合する第３係合
部２３２が設けられ、第２脚部２２６の遊端部には、前記係合片２２０の第２係合部２３
３が嵌合状態で係合する第４係合部２３４が設けられる。前記連結部２２７のボルト孔２
２９に挿通されたボルト２２８は、係合片２１３の立上がり部２３０に形成されるねじ孔
２３５に螺着される。
【００６６】
　このように室内６８側から装着されたボルト２２８を締付けることによって、既設竪枠
６０を改修用竪枠７１と竪枠用保持部材７５とによって挟持状態で取付けることができる
ので、前述の実施の形態と同様な効果が得られるとともに、取付け作業を室内６８側から
行うことが可能であるために、作業者は安定した状態または環境下で取付け作業を行うこ
とができ、取付け時の作業性をより一層向上することができる。
【００６７】
　図６は本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置５０ｂが設置された窓５１の鉛直断面
図で、図７は図６の切断面線Ｂ－Ｂから見た窓５１の水平断面図である。なお、前述の図
１、図２に示す実施の形態と対応する部分には、同一の参照符を付す。本実施の形態の改
修用引戸装置５０ｂは、基本的には前述の図１、図２に示す実施形態の改修用引戸装置５
０と同様に構成され、建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５に、略
水平に固定される既設下枠５６と、開口部５３の前記開口５４に左右両側から臨む両側縁
部５７，５８に略鉛直にそれぞれ固定される一対の既設竪枠５９，６０と、開口部５３の
前記開口５４に上方から臨む上縁部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既
設引戸枠６３内に嵌まり込んだ状態で装着される改修用引戸装置５０ｂであって、図示を
省略した引戸障子を略水平な方向に移動自在に支持する複数の案内レール６６，６７を有
し、既設下枠５６に室内６８側から支持される改修用下枠６９と、各既設竪枠５９，６０
に室内６８側から支持される一対の改修用竪枠７０，７１と、既設上枠６２に室内６８側
から支持され、前記引戸障子を略水平な方向に移動自在に支持する室外側リブ１２３、室
内側リブ１２４を有する改修用上枠７２より成る改修用引戸枠２５０及び、各既設竪枠５
９，６０に室外７３側から支持され、各改修用竪枠７０，７１にそれぞれ連結される一対
の竪枠用保持部材７４，７５と、既設上枠６２に室外７３側から支持され、改修用上枠７
２に連結される上枠用保持部材７６と、既設下枠５６に取付けた取付け補助部材１０６と
を含む。
【００６８】
　この実施の形態では既設引戸枠６３、改修用引戸枠７８は開口部５３の室内外側方向の
中間に位置し、改修用引戸枠７８の室外側部よりも開口部５３が室外側に突出している。
【００６９】
　この実施の形態の既設下枠５６、改修用下枠６９、取付け補助部材１０６は前述の図１
、図２に示す実施の形態の既設下枠５６、改修用下枠６９、取付け補助部材１０６とほぼ
同様で、既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室内６８側に向かう横向片１０４ａを有
し、この横向片１０４ａと改修用下枠６９の支持壁８９の上端が同一高さであること、改
修用下枠６９の室外７３側部分に乾式の室外側下枠シール材３００が室内６８側に向けて
装着され、この室外側下枠シール材３００が既設下枠５６の前壁１０２に圧接しているこ
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とが大きく相違する。
【００７０】
　具体的には、既設下枠５６の室外側案内レール１１４を図６の仮想線で示すように切断
して撤去されている。この室外側案内レール１１４は全てを切断して撤去しても良いし、
若干残して撤去しても良い。
　取付け補助部材１０６は、その室外側壁部１０７が室内側案内レール１１５にビス１１
０で固着して取付けられる。
　改修用下枠６９の支持壁８９、室内側脚部分９１が取付け補助部材１０６の上壁部１０
９に支持され、底壁８１の室外寄りがスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３
の室外寄りに支持され、ビス１１２で取付け補助部材１０６に固定される。
【００７１】
　前記既設上枠６２と改修用上枠７２と上枠用保持部材７６は図１と図２に示す既設上枠
６２、改修用上枠７２、上枠用保持部材７６とほぼ同様で、改修用上枠７２の室外側部に
乾式の室外側上枠シール材３０２が装着してあること、上枠用保持部材７６がカバー３０
３を備えていることが大きく相違する。
【００７２】
　具体的には、改修用上枠７２の前壁１２０における底壁１２２より上方に突出した部分
１２７には室内側に向かうシール材取付部３０４が設けてあり、このシール材取付部３０
４に乾式の室外側上枠シール材３０２が装着してある。
　この室外側上枠シール材３０２は室外側ヒレ３０２ａと室内側ヒレ３０２ｂを有する。
好ましくは断面上向きコ字状で、室外側ヒレ３０２ａと室内側ヒレ３０２ｂとの間に上向
き凹状の排水溝３０２ｃを有する。
　前記室外側ヒレ３０２ａが建物５２の開口部５３の上縁部６１における既設シール材３
０５よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。
　前記室内側ヒレ３０２ｂが既設上枠６２の室外側部、例えば室外側フランジ１２６に圧
接して２次タイトの役目をする。
【００７３】
　つまり、室外側ヒレ３０２ａによって雨水等が室内側ヒレ３０２ｂに浸入し難くし、室
内側ヒレ３０２ｂは室外側ヒレ３０２ａのシール部から浸入したした雨水等及び建物５２
内部を通り既設シール材３０５より浸入した雨水等が既設上枠６２の室外側部と改修用上
枠７２の室外側部との間に浸入することを防止する。
　好ましくは、前述の浸入した各雨水等を排水溝３０２ｃを伝わって外部に排水する。
　つまり、既設引戸枠６３を改修する時には、建物５２（躯体）や既設シール材３０５が
劣化しており、それらから雨水等が浸入することがある。
【００７４】
　前記上枠用保持部材７６のフランジ１３０にカバー３０３がスナップ式に取付けてある
。
　このフランジ１３０のウエブ１３１よりも上方の部分が既設上枠６２の室内側フランジ
３０６にビス１３６で固着され、前記フランジ１３０のウエブ１３１よりも下方の部分が
上枠用シール材７８を介して改修用上枠７２の背後壁１２１に接し、ビス１３４で固着し
て改修用上枠７２と上枠用保持部材７６を連結している。
　前記カバー３０３はビス１３４、ビス１３６を螺合した後に取付けられ、それらのビス
１３４，１３６が室内から見えないように覆う。
　前記既設上枠６２の室内側フランジ３０６には室内６８側に向かう横向片３０６ａが設
けてある。
【００７５】
　前記既設竪枠５９，６０と改修用竪枠７０，７１と竪枠用保持部材７４，７５は、前述
の図１、図２に示す既設竪枠５９，６０、改修用竪枠７０，７１、竪枠用保持部材７４，
７５とほぼ同様で、改修用竪枠７０，７１の室外側部に乾式の室外側竪枠シール材３１０
とがた防止部材３１１が装着してあること、竪枠用保持部材７４，７５がカバー３１２を



(16) JP 5246721 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

スナップ式に取付けてあることが大きく相違する。
　具体的には、一方の改修用竪枠７０の前壁１４０のウエブ１４２よりも既設竪枠５９側
に突出した部分に室内側に向かうシール材装着部３１３が一体的に設けてある。このシー
ル材装着部３１３に室外側竪枠シール材３１０が側方に向けて装着してある。
　この室外側竪枠シール材３１０は室外側ヒレ３１０ａと室内側ヒレ３１０ｂを有する。
好ましくは断面横向きコ字状で、その室外側ヒレ３１０ａと室内側ヒレ３１０ｂとの間に
横向き凹状の排水溝３１０ｃを有する。
　前記室外側ヒレ３１０ａが建物５２の開口部５３の一方の縦縁部５７における既設シー
ル材３１４よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。
　前記室内側ヒレ３１０ｂが一方の既設竪枠５９の室外側部、例えば室外側フランジ１４
６に圧接して２次タイトの役目をする。
【００７６】
　つまり、室外側ヒレ３１０ａによって雨水等が室内側ヒレ３１０ｂに浸入し難くし、室
内側ヒレ３１０ｂは室外側ヒレ３１０ａのシール部から浸入した雨水及び建物５２内部を
通って浸入した雨水等が一方の既設竪枠５９の室外側部と一方の改修用竪枠７０の室外側
部との間から浸入することを防止する。
【００７７】
　この室内側ヒレ３１０ｂは、既設上枠６２と既設竪枠６０の連結部に設けたシール材、
例えばシーラを被覆し、そのシーラに浸入した雨水等が直接かからないようにしてある。
　これによって、既設引戸枠６３を改修する際に既設上枠６２と既設竪枠６０との連結部
に設けたシーラが劣化していても、その劣化したシーラから雨水等が既設引戸枠６３内に
浸入することを防止できる。
　例えば、既設竪枠６０の室外側フランジ１６６、室内側フランジ１６７等のウエブ１６
８よりも内方に突出した部分の上部を切断して除去し、既設上枠６２を既設竪枠６０のウ
エブ１６８にシーラを介して突き合わせて連結した場合に、図８に仮想線で示すように前
述の室外側竪枠シール材３１０の室内側ヒレ３１０ｂを既設上枠６２の室外側フランジ１
２６に接してシーラ３０７を覆うようにしてある。この説明では他方の既設竪枠６０と既
設上枠６２について述べたが、一方の既設竪枠５９と既設上枠６２でも同様である。
【００７８】
　この実施の形態では、前記室外側上枠シール材３０２の排水溝３０２ｃと室外側竪枠シ
ール材３１０の排水溝３１０ｃの上部は連続し、かつ下部は下方に開口している。
　これによって、室外側上枠シール材３０２の排水溝３０２ｃ内に浸入した雨水等は室外
側竪枠シール材３１０の排水溝３１０ｃに沿って排水される。
【００７９】
　前記ガタ防止部材３１１は、一方の改修用竪枠７０の室外側部に装着され、一方の既設
竪枠５９の室外側部に接してがたつくことを防止する。
　つまり、改修用引戸枠２５０は枠組みした状態で室外側から室内側に向けて既設引戸枠
６３内に挿入して取付けるので、その２つの既設竪枠５９，６０の室外側部間の寸法を２
つの改修用竪枠７０，７１の室内側部間の寸法よりも大きくし、容易に挿入できるように
することが好ましいが、このようにすると２つの改修用竪枠７０，７１の室外側部と２つ
の既設竪枠５９，６０の室外側部との間に隙間が生じてがたつく。
　このために、ガタ防止部材３１１を設けている。
【００８０】
　具体的には、前記ガタ防止部材３１１は、一方の改修用竪枠７０のウエブ１４２の室外
側外側面に取付けられる取付部３１１ａと、この取付部３１１ａから室内側に向かう突出
部３１１ｂを有し、この突出部３１１ｂが一方の既設竪枠５９の室外側フランジ１４６に
接してがたつきを防止する。
【００８１】
　前記取付部３１１ａが硬質で突出部３１１ｂが軟質であることが好ましい。
　例えば、取付部３１１ａが硬質又は半硬質樹脂で、突出部３１１ｂが半硬質又は軟質の
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樹脂とする。
　このようにすれば、ガタ防止部材３１１をしっかりと取付けできると共に、突出部３１
１ｂを弾性変形させて室外側フランジ１４６に圧接してがたつきを確実に防止できる。
　また、ガタ防止部材３１１をシール性を有すると共に、長尺で一方の改修用竪枠７０の
長手方向全長に設けることで、シール機能を発揮するので、前述の室外側竪枠シール材３
１０とで二重シールとなるから、シール性が向上する。
　なお、ガタ防止部材３１１を短尺とし、一方の改修用竪枠７０に長手方向に間隔を置い
て複数設けるようにしても良い。
【００８２】
　前記竪枠用保持部材７４のフランジ１４９にカバー３１２が着脱自在に取付けられ、そ
のフランジ１４９と一方の既設竪枠５９の室内側フランジ１４７をビス１５４で固着した
後にカバー３１２を取付けてビス１５４が見えないようにカバーする。
　この室内側フランジ１４７及び他方の既設竪枠６０の室内側フランジ１６７は、それぞ
れ室内側に向かう横向片１４７ａ，１６７ａを有する。
　なお、他方の改修用竪枠７１に取付けられる室外側竪枠シール材３１０、ガタ防止部材
３１１は前述と同様であるから、符号を同一として説明を省略する。
【００８３】
　この実施の形態では、各竪枠用保持部材７４，７５が既設上枠６２から既設下枠５６ま
で連続して取付けられ、この竪枠用保持部材７４，７５間に上枠用保持部材７６が取付け
られる。
　また、竪枠用シール材７７、上枠用シール材７８、下枠用シール材７９は乾式のシール
材、例えば水密パッキンで、竪枠用シール材７７の上端部が上枠用シール材７８の端部と
連続し、竪枠用シール材７７の下端部が下枠用シール材７９の端部と連続している。
　これによって、水密性、気密性が向上する。
【００８４】
　次に、改修用引戸枠２５０の既設引戸枠６３への取付け手順を説明する。この手順は図
１、図２に示す改修用引戸装置５０の取付け手順とほぼ同様であるが、改修用竪枠と竪枠
用保持部材を締付けた状態でビス止めして連結することが大きく相違する。
　（手順１）
　既設下枠５６の室外側案内レール１１４を切断して撤去する。この切断作業は丸鋸や専
用の切断工具で実施する。
　（手順２）
　既設下枠５６の室内側案内レール１１５に取付け補助部材１０６をビス１１０で取付け
る。この取付け補助部材１０６は室内側案内レール１１５の全長に亘っても良いし、短尺
な取付け補助部材１０６を長手方向に間隔を置いて複数取付けても良い。
　（手順３）
　改修用下枠６９、改修用竪枠７０，７１、改修用上枠７２を方形枠組みした改修用引戸
枠７８に、下枠用シール材７９、室外側下枠用シール材３００、室外側上枠用シール材３
０２、室外側竪枠用シール材３１０を装着し、その改修用引戸枠２５０を、開口５４の室
外７３側から既設引戸枠６３内に挿入し、下枠シール材７９を既設下枠５６の背後壁１０
４に接すると共に、室外側下枠用シール材３００を既設下枠５６の前壁１０２に接する。
　この状態で、改修用下枠６９と取付け補助部材１０６をビス１１２で固着して改修用下
枠６９を既設下枠５６に取付ける。
【００８５】
　（手順４）
　２つの既設竪枠５９，６０と２つの改修用竪枠７０，７１との間に竪枠用保持部材７４
，７５を室内６８側から挿入（差し込み）し、各竪枠用保持部材７４，７５のウエブ１５
０，１７０の先端部１５５，１５７を各係合片１４４，１５６に係合させる。この時、各
フランジ１４９，１６９に竪枠シール材７７を装着すると共に、カバー３１２は外してお
く。
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　各改修用竪枠７０，７１の室外側部（前壁１４０，１６０）と各竪枠用保持部材７４，
７５の室内側部（フランジ１４９，１６９）に亘って図９に示すように、ハンドバイスな
どの締付け工具３２０を設けて締付ける。この締付け工具３２０は上下寄り２ヶ所に設け
ることが好ましいが、１ヶ所でも３ヶ所以上でも良い。
【００８６】
　これによって、各改修用竪枠７０，７１の室外側部（シール材装着部３１３）が各既設
竪枠５９，６０の室外側部（室外側フランジ１４６，１６６）に押しつけられると共に、
各竪枠用保持部材７４，７５の室内側部（フランジ１４９，１６９）が各既設竪枠５９，
６０室内側部（室内側フランジ１４７，１６７）に押しつけられ、各改修用竪枠７０，７
１と各竪枠用保持部材７４，７５で各既設竪枠５９，６０をしっかりと挟持する。
　この状態で、各改修用竪枠７０，７１（ウエブ１４２，１６２）と各竪枠用保持部材７
４，７５（ウエブ１５０，１７０）をビス１５３，１７３で固着する。
　この後に、前記締付け工具３２０を外す。
【００８７】
　このようにすることで、各改修用竪枠７０，７１をしっかりと強固に取付けできる。
【００８８】
　（手順５）
　既設上枠６２と改修用上枠７２との間に上枠用保持部材７６を挿入（差し込む）し、そ
の上枠用保持部材７６の室内側（フランジ１３４）と改修用上枠７２の室内側部（室内側
フランジ１２１）をビス１３４で固着する。
　このビス１３４は室内外側方向に向いているから、そのビス１３４の締付け力で改修用
上枠７２の室外側部（シール材装着部３０４）が既設上枠６２の室外側部（室外側フラン
ジ１２６）に押しつけられると共に、上枠用保持部材７６の室内側部（フランジ１３０）
が改修用上枠７２の室内側部（室内側フランジ１２１）に押しつけられるので、改修用上
枠７２と上枠用保持部材７６で既設上枠６２をしっかりと挟持し、改修用上枠７２をしっ
かり取付けできる。
【００８９】
　この後に、各既設竪枠５９，６０の室内側部（室内側フランジ１４７，１６７）と各竪
枠用保持部材７４，７５の室内側部（フランジ１４９，１６９）をビス１５４，１７４で
固着し、既設上枠６２の室内側部（室内側フランジ３０６）と上枠用保持部材７６の室内
側部（フランジ１３０）をビス１３６で固着する。
【００９０】
　（手順６）
　上枠用保持部材７６、各竪枠用保持部材７４，７５にカバー３０３，３１２をそれぞれ
取付ける。
【００９１】
　この実施の形態によれば、図１と図２と同様な作用効果を奏すると共に、次のような作
用効果を奏する。
　（１）既設下枠５６に取付け補助部材１０６を取付け、改修用下枠６９の室内側脚部分
９１、支持壁８９（つまり、改修用下枠６９の室内側部分）を取付け補助部材１０６に載
置し、その取付け補助部材１０６にビス１１２で固着して取りと付けたことをによって、
その取付用補助部材１０６の高さ寸法を変えることで、異なる形状の既設下枠５６にも同
一形状の改修用下枠５６を、その支持壁８９と背後壁１０４を同一高さに取付けることが
可能である。
【００９２】
　（２）また、前述の（１）と室外側下枠シール材３００が既設下枠５６の前壁１０２に
圧接していることによって、室内側案内レール１１５の立上り寸法が大きな既設下枠５６
にも同一形状の改修用下枠６９を取付けできる。
　例えば、図１０に示すように取付け補助部材１０６の高さ寸法を大きくして室内側壁部
１０８を底壁１０３に当接し、かつ室内側案内レール１１５にビス１１０で取付ける。
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　室内側下枠シール材３００を前壁１０２に当接する。
　この場合には、支持壁８９が背後壁１０４より若干上方に突出する。
【００９３】
　（３）また、前述の（１）、（２）によって図１１と図１２に示すように、既設下枠５
６の背後壁１０４の上端部に室外側に突出部１０４ｂを有し、既設上枠６２の室内側フラ
ンジ３０６の内方部分３０６ｂが室外側に位置ずれしている場合でも、同一形状の改修用
下枠６９、改修用上枠６２、各改修用竪枠７０，７１を取付けできる。
【００９４】
　例えば、室内側案内レール１１５の室外側面にスペーサ３３０を介して取付け補助部材
１０６の室外側壁部１０７をビス１１０で取付け、その室内側壁部１０８と前記突出部１
０４ｂを離隔し、下枠用シール材７９のためのスペーサを形成する。
　改修用下枠６９が室外側に位置がずれるので、その室外側下枠シール材３００は既設下
枠５６の前壁１０２と離隔する。
　このために、底壁１０３の室外側部にシール材受け３３１をビス３３２で長手方向全長
に亘って取付け、このシール材受け３３１に室外側下枠シール材３００を圧接する。なお
、ビス３３３で固着しても良い。
　この場合には、室外側案内レール１１４が低いので、切断して撤去していないが、高い
場合には切断して撤去する。
　つまり、前述の（１）、（２）、（３）の効果のみを達成する場合には室外側案内レー
ル１１４を切断して撤去しなくとも良い。
【００９５】
　上枠の場合には、室外側上枠シール材３０２が既設上枠６２の室外側部（室外側フラン
ジ１２６）と離れるので、その室外側部にシール材受け３３４をビス３３５で取付け、こ
のシール材受け３３４に室外側上枠シール材３０２（室内側ヒレ３０２ｂ）が圧接するよ
うにする。
【００９６】
　前述のように、改修用下枠６９、改修用上枠６２が室外側に位置ずれしているので、各
改修用竪枠７０，７１も図１１に示すように室外側に位置がずれ、各既設竪枠５９，６０
の室外側部（室外側フランジ１４６，１６６）と室外側竪枠シール材３１０が離れる。
　そこで、各既設竪枠５９，６０の室外側寄り（ウエブ１４８，１６８の室外寄り）にシ
ール材受け３４０をビス３４１で取付け、このシール材受け３４０に室外側竪枠シール材
３１０（室内側ヒレ３１０ｂ）を圧接する。
【００９７】
　前記シール材受け３４０は、取付片３４０ａと内向片３４０ｂと突出片３４０ｃと外向
片３４０ｄを有し、その取付片３４０ａがビス３４１で取付けられ、突出片３４０ｃが室
外側フランジ１４６，１６６よりも室外側に突出し、かつ室外側フランジ１４６，１６６
の突出端面に接する。
　前記外向片３４０ｄに室外側竪枠シール材３１０が圧接する。
　また、ガタ防止部材３１１は前記外向片３４０ｄと接することで、がたつきを防止する
ようにしてある。
【００９８】
　前述の（１）、（２）、（３）において、各既設下枠５６、各既設上枠６２、各既設竪
枠５９，６０の見込み寸法（室内側フランジと室外側フランジ間の寸法）は全て同一で、
改修用下枠６９、改修用上枠６２、改修用竪枠７０，７１の見込み寸法も全て同一である
。
【００９９】
　また、図１３に示すように改修用下枠６９の支持壁８９の上端部に室内側に向かう横向
片８９ａを設け、この横向片８９ａを既設下枠５６の背後壁１０４の横向片１０４の横向
片１０４ａの上に重なり合うようにしても良い。
【０１００】
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　また、図１４に示すように、既設下枠５６の室内側案内レール１１５を前述と同様に切
断して撤去し、取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着
しても良い。
　例えば、取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビ
ス１１０で固着する。この場合には室外側壁部１０７に図示しないビス挿通孔を形成し、
そのビス挿通孔からビス止めすることが好ましい。
【０１０１】
　また、図６と図７に示すように室外側上枠シール材３０２、室外側竪枠シール材３１０
を装着したことによる作用効果を達成するのであれば改修用引戸枠７８の取付けは図６、
図７に示すものに限ることはなく、図１５、図１６に示すように取付けても良い。
　つまり、既設引戸枠６３内に改修用引戸枠７８を挿入して取付けると共に、その改修用
引戸枠７８よりも開口部５３が室外側に突出している形状の改修用引戸装置であれば適用
することができる。
【０１０２】
　また、図示は省略するが、既設下枠５６の室外側案内レール１１４と室内側案内レール
１１５をそれぞれ切断して撤去し、改修用下枠６９を既設下枠５６に固着しても良い。こ
の場合は改修用上枠７２、２つの改修用竪枠７０，７１は図１、図２又は図６、図７と同
様に取付けるようにしても良いし、図１５、図１６に示すように取付けても良い。
【符号の説明】
【０１０３】
　５０…改修用引戸装置、５１…窓、５２…建物、５３…開口部、５４…開口、５５…下
縁部、５６…既設下枠、５７，５８…側縁部、５９，６０…既設竪枠、６１…上縁部、６
２…既設上枠、６３…既設引戸枠、６４，６５…引戸障子、６６，６７…案内レール、６
８…室内、６９…改修用下枠、７０，７１…改修用竪枠、７２…改修用上枠、７３…室外
、７４，７５…竪枠用保持部材、７６…上枠用保持部材、７７…竪枠用シール材、７８…
上枠用シール材、７９…下枠用シール材、Ｓ１，Ｓ２…空間、８４…水抜き孔、８５…第
１底壁部、８６…第２底壁部、８７…第３底壁部、８９…支持壁、９７，９８…パッキン
、１０２…前壁、１０３…底壁、１０４…背後壁、１１４…室外側案内レール、１１５…
室内側案内レール、１０６…取付け補助部材、１０７…室外側壁部、１０８…室内側壁部
、１０９…上壁部、１１０，１１１，１１２…ビス、１１２…端部、１２０…前壁、１２
１…背後壁、１２２…底壁、１８７，１８８…パッキン、２０５…第１係合片、２０６…
第２係合片、２５０…改修用引戸枠、３００…室外側下枠シール材、３０２…室外側上枠
シール材、３１０…室外側竪枠シール材、３１１…ガタ防止部材、３２０…締付け工具、
３３１…シール材受け、３３４…シール材受け、３４０…シール材受け。
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【図１５】 【図１６】



(25) JP 5246721 B2 2013.7.24

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  袴田　護
            大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目９番３９号　株式会社日本アルミ内
(72)発明者  永江　外志郎
            愛知県名古屋市千種区茶屋坂通２－６８－１
(72)発明者  石黒　義則
            富山県黒部市三日市４０１６

    審査官  土屋　真理子

(56)参考文献  実開昭５８－１６７１９１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実公昭５８－０４５４３１（ＪＰ，Ｙ２）　　
              実開昭６３－１４６０８５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０８－０９３３２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３１９１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８５７５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０６Ｂ　　　１／５６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

